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　６月１１日、ヘルスメイトさんの指導を受けて、３年生が調理実習を行いました。全

校でのバイキングランチにしようと計画し、各班でたくさんのメニューを考えました。

焼きめし、ちらし寿司、そうめん、ポテトサラダ、酢の物、豚肉のかりん揚げ、鶏肉の

竜田揚げなどなど。ゼリーなどのデザートもたくさん用意しました。普段、台所に立つ

機会の少ない生徒も、ヘルスメイトさんに聞きながら一生懸命料理を作っている姿がと

ても印象的でした。料理ができあがると、玄関前に用意したテーブルにたくさんの料理

が並べられました。どの料理も美味しく、人気のデザートはすぐにお皿が空になるほど

でした。 

　ヘルスメイトの皆さんには、炊飯器や調理器具などの準備、また当日は朝早くからお

いでいただき、たいへんお世話になりました。生徒たちも教職員も、お腹も心も幸せい

っぱいになった一日でした。ありがとうございました。 

感謝！感激！！バイキングランチ　美味しかった～。 

　親の苦労わかりました。自分も家族のた

めに何か作ってあげようかと思います。 

　今日は自分たちが作ったので、みんなに「お

いしい」といってもらえたので嬉しかった

です。 

　オーストラリアには行けなくなったけど、

こんな感じでまた違う思い出が作れて良かっ

た。 

３年生の感想より 
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三原村 
小・中学校 

平成21年9月20日（日） 
場所：三原村小学校校庭 

　７月４日（土）心配していた天候も、少し曇り気味で絶好の作業日和になりました。 

　朝早くから、地区別に分かれて回収を始めましたが、学校のためになるようにと新聞や一升瓶などを

この日のために取り置いてくださったご家庭もありました。 

　　村内の皆さんのおかげで今年もたくさん回収させていただきました。ありがとうございました。収

益金は９９,３７７円ありました。遠足のバス代など、これからの教育活動に役立てていきたいと思いま

す。 

村内の皆さん　廃品回収へのご協力　ありがとうございました。 村内の皆さん　廃品回収へのご協力　ありがとうございました。 

21 ８ (　)３ 
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スクールソーシャル
　　　　ワーカー紹介
スクールソーシャル
　　　　ワーカー紹介
スクールソーシャル
　　　　ワーカー紹介

　県では子どもたちに読書に親しんでもらえる

環境整備のために、公立図書館のない１３町村に、

「子どもの読書活動支援員」を配置しています。 

　三原村でも公民館図書室に、５月１日から支援

員として大倉淳美さん（広野）が勤務しており、図書

室のリニューアルや本の整理をしてくれています。 

　本の貸出しは平日午前８時３０分から午後５

時３０分まで行っていますので、お気軽にご利用

ください。 

　図書室を子どもたちを中心に、多くの方々に利

用してもらえるように、頑張りますのでよろしく

お願いします。 

スクールガード・ 
　　リーダー紹介 
スクールガード・ 
　　リーダー紹介 
スクールガード・ 
　　リーダー紹介 

　今年も学校周辺や児童生徒の登下校時の巡回

パトロール並びに学校内の安全管理に係る助言

などを行うスクールガード・リーダーとして　大

塚　準さん（柚ノ木）が県から委嘱され、子どもた

ちの見守りをしてくださっています。 

　子どもたちが安心

して教育を受けられ

るよう、家庭や地域の

みなさまと連携を図

りながら三原村全体

で子どもたちの安全

を見守っていきましょ

う！ 

　今年度６月から社会教育補助員として上長

谷の坂井正嗣さんが村の教育委員会に勤務し

ています。（週２回程度） 

　主な仕事は、社会教育全般の事業の担当をし

ています。 
 

○坂井正嗣さんから一言  

　僕は三原村の子ども達が大好きです。社会教

育事業では、小・中学生との交流が行えるので、

みんなと一緒に頑張っていきたいと思います。 

　今年度４月から高知県教育委員会が雇用し

たスクールソーシャルワーカーとして四万十

市在住の西川　満壽代さんが村の教育委員会

に勤務しております。 

　勤務日は、月・水・金 午前１０時から午後４時

までです。 
 

　ソクールソーシャルワーカーの主な仕事は、 

1・問題を抱える児童生徒が置かれた環境への

　働きかけ 

2・関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整 

3・学校内におけるチーム体制の構築、支援 

4・保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供 

5・教職員等への研修活動　等　です。 
 

☆西川先生からひと言☆ 

　なつかしい三原村に4月からＳＳＷ(スクー

ルソーシャルワーカー)として勤めております。 

　今、教育現場はと

ても多忙化してい

ます。 

子育てや躾。また、

学校教育に対する

想いなど気軽く足

を運んでください。 

ま　　す　　よ 

ま さ　 し 

子どもの読書活動

　　支援員を紹介します！

子どもの読書活動

　　支援員を紹介します！

子どもの読書活動

　　支援員を紹介します！

社会教育補助員の紹介 
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4.8

％（回答数の割合） 

　三原村教育委員会では村民の皆様の人権問題についての考えを取り入れ、今後の本村の人権教育、啓発

活動に活かしていくため、平成１８年度に人権問題に関する村民の意識調査を実施いたしました。下のグ

ラフは意識調査の回答を集計し、分析したものを表にしたもので差別に関する認識について調査したもの

であり、差別についての認識に近いものについて１つ選んでいただいたものです。 

 

　　　　　○配布数　　　３００名　（２０歳以上の男女を住民基本台帳により無作為抽出） 

　　　　　○回収率　　　４９．７％ 

　　　　　○回答率　　　９８．７％（この設問に対する回答率） 

＜差別に関する認識＞ 

（2）あなたは差別をする人間だと思いますか？（1つ選択） 
 

　　１　気づかずに差別してしまうことがあるかもしれない 

　　２　差別であることを認識していながら差別してしまうこともある 

　　３　差別をする人間ではない 

　　４　わからない 

差別に対する認識（２） 

４　わからない 

３　差別をする人間ではない 

２　差別であることを認識していながら差別してしまうこともある 

１　気づかずに差別してしまうことがあるかもしれない 

　この設問は差別に関する認識についてのものです。「気づかずに差別してしまうことがあ

るかもしれない」という回答が59.9％と多数をしめ、多くの人が自分では気がつかないうち

に差別してしまっていることがあるかもしれないと回答しています。又、「差別をする人間

ではない」という回答が28.6％と次いで多く､差別することはいけないことであるという認

識を多くの人が持っていることが伺えます。 

　言動や行為は受け取る側によってその捉え方が異なり、場合によっては相手を深く傷つけ

てしまうことがあります。自分ではわからないうちに人を差別してしまうことがないよう相

手のことを思いやる人との接し方を日頃から心がけていくことが大切です。 

 

＊意識調査に御協力いただきありがとうございました。今回掲載させていただいたものは意

識調査の設問２（２）にあたる部分の集計結果です。今後とも本村の人権教育、啓発活動へ

の村民の皆様の御協力をお願いいたします。 
<三原村教育委員会> 
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実施期間　　平成21年9月21日（月）～30日（水） 
運動基本　　高齢者の交通事故防止 

重点目標　　ア　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の 

　　　　　　　　交通事故防止 

　　　　　　イ　全ての座席のシートベルトとチャイルド 

　　　　　　　　シートの正しい着用の徹底 

　　　　　　ウ　飲酒運転の根絶 

☆さようならニック先生☆ ☆さようならニック先生☆ ☆さようならニック先生☆ 

　平成１９年８月から、三原村でALT（外国語指導助手）として活躍してくださっていたニッ

ク先生が、このたびオーストラリアに帰られることになりました。 

　２年前三原に来られたときは、日本語は全くわからなくて、中学校の南教頭先生に通訳して

いただいたりしたものでした。ところが今では幡多弁も理解できるようになり、「しっちょる」

とか「わからん」などと結構しゃべっています。明るくてユーモアがあり、人なつこい青年でし

た。そんなニック先生とお別れするのは残念ですが、オーストラリアでのニック先生の活躍を

応援したいと思います。 

　 

　ニック先生のお別れのメッセージを紹介します。 
 

皆さん、こんにちは 

三原村からでる時が来ました。実は皆さんがこの便

りを読む時、僕はもうオーストラリアに帰って人生

の次のステップをはじめています。 

三原村での二年間は素晴らしい経験でした。２００

７年に三原村に来た時、日本語は全然しゃべれませんでした。最初の６ヵ月はかなり難しかっ

たです。日本語能力がなくて、教員経験もなくて、英語を教えるのは緊張の毎日でした。 

しかし、同僚と村人のサポートに感動していました。皆さんのおかげで、田舎の生活になれる

ことができて、たくさんの友達もできました。教えることもとても楽しくなってきていました。

とても素晴らしい生徒たちと仕事ができたことに感謝しています。 

二年間に、であった人々を絶対忘れません。僕にくださった親切を絶対忘れません。一生、三原

村を絶対忘れません。 
 

本当にありがとうございました。 

Nicholas McCrossin 

ニック 

秋の全国交通安全運秋の全国交通安全運動 秋の全国交通安全運動 

本当にありがとう 

ございました。 
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お問い合わせ 

幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構　電話０８８０－３４－１３０１ 

●租税債権管理機構とは 

　「機構」は、幡多地域６市町村で構成する幡多広域市町村圏事務組合の中に、住民税・固定資産税・国保

税など年々増加する滞納税を徴収する専門組織として、昨年４月１日に設置されました。「機構」の設立

については、６市町村の議会の承認を受け、さらに県知事の認可も受けています。 

　平成２０年度は６市町村から３９９件の滞納案件の移管を受け、１億４５００万円余を徴収しました。 
 

（参考）平成２０年度の機構実績 

徴収額・・・合計１４５，８７７千円 

　本税　１２７，６５４千円 

　督促手数料　　６７８千円 

　延滞金　１７，５４５千円 

受託案件処理状況・・・合計３９９件 

　完納による返還　　　５７件 

　ほぼ完納で返還　　１４０件 

　財産なしで返還　　　６３件 

　翌年度に継続　　　１３９件 

差押えの状況・・・合計５１７件 

　預貯金　２９７件・保険　９８件・給料等　４０件・売掛金　２０件・動産　１１件・ 

　不動産　２２件・その他の財産　２９件 
 

●差し押さえた土地を公売します！ 

　「機構」では、預金・給料などの債権やテレビ・家具などの動産の差押え処分を行ってきましたが、この

たび差し押さえた不動産（土地）について8月25日開催予定のヤフー官公庁オークションを通じインター

ネットで公売することとしました。今回は土地を対象とする予定ですが、今後は現にお住まいの住宅等

も公売対象となる場合があります。 

　「機構」は税の公平を守るため、各市町村の税務担当課とも協力して、納税の意思を示されない滞納者

に対しては財産の差押えや公売を実施していきます。 

　税金を滞納されている場合には、「機構」移管前は担当する市町村税務担当課まで、「機構」移管後は「機

構」まで早急に納税相談されるようお勧めします。 

税務係からお知らせ税務係からお知らせ 税務係からお知らせ税務係からお知らせ 税務係からお知らせ 

村　県　民　税　２期分 国民健康保険税　３期分 

国民健康保険税　２期分 ９月３０日納期 

よろしくお願いします。 ８月３１日納期 

（普通徴収分） 

幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構の取組みについて 
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国
民
年
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国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
。 

そ
ん
な
時
は
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

●
申
請
免
除
制
度 

　
経
済
的
に
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

方
が
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

で
す
。
こ
の
申
請
免
除
制
度
に
は
、
保
険

料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
る
「
全
額
免
除
」

と
、
保
険
料
の
一
部
を
納
付
す
る
こ
と

に
よ
り
残
り
の
保
険
料
が
免
除
と
な
る

「
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
」
制
度
が
あ
り

ま
す
。 

 

○
一
部
納
付（
一
部
免
除
）制
度 

※
一
部
納
付
は
三
種
類
で
す
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四
分
の
一
納
付（
保
険
料
額
３，
６
７
０
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
年
金
額
六
分
の
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二
分
の
一
納
付（
保
険
料
額
７，
３
３
０
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
年
金
額
六
分
の
四

　
四
分
の
三
納
付（
保
険
料
額
１
１，
０
０
０
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
年
金
額
六
分
の
五 

 

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度 

　
他
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得
が
少
な

い
若
年
層
（
二
十
歳
台
）
の
方
は
、
申
請

す
れ
ば
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
保
険
料
の
後
払

い
が
で
き
る
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

●
申
請
及
び
承
認
期
間 

　
免
除
等
の
サ
イ
ク
ル
（
始
期
と
終
期
）

は
七
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
で
す
。
申

請
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
か
ら
翌
年

六
月
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査

し
ま
す
が
、
で
き
る
限
り
七
月
に
申
請

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

　
不
慮
の
事
故
や
病
気
が
発
生
し
て
か

ら
申
請
を
行
っ
て
も
、障
害
や
遺
族
と
い
っ

た
年
金
の
受
給
資
格
要
件
に
算
入
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 
●
退
職（
失
業
）に
よ
る
特
例
免
除 

　
特
例
免
除
は
、
申
請
す
る
年
度
又
は

前
年
度
に
お
い
て
退
職
（
失
業
）
の
事
実

が
あ
る
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。
申

請
に
、
雇
用
保
険
受
給
者
証
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
等
の
写
し
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

●
承
認
を
受
け
た
期
間
は
… 

 
 

全
額
免
除
や
納
付
猶
予
の
承
認
を
受

け
た
期
間
は
、
未
納
期
間
と
は
違
い
年

金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

〔
一
部
納
付
（
免
除
）
は
、
一
部
の
保
険
料

を
納
付
し
な
い
と
未
納
に
な
り
ま
す
〕。 

　
ま
た
、
老
齢
基
礎
年
金
の
金
額
を
計

算
す
る
と
き
に
は
、
下
図
の
と
お
り
減

額
ま
た
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
た

だ
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
か
ら
国
庫

負
担
率
が
３
分
の
１
か
ら
２
分
の
１
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
法
律
案
が
国
会

に
提
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
変
更
さ
れ

る
見
込
み
で
す
）。 

　
な
お
、
十
年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
年
金
額
を

満
額
に
近
づ
け
る
た
め
に
も
、
余
裕
が

で
き
た
と
き
に
追
納
す
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。（
三
年
度
目
以
降
に
保
険

料
を
追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険

料
に
一
定
の
加
算
額
が
か
か
り
ま
す
）。 

 

　
申
請
手
続
き
は
お
住
ま
い
の
市
町
村

役
場
・
国
民
年
金
担
当
窓
口
に
て
受
付

け
て
お
り
ま
す
。 

　
学
生
の
方
に
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

全額免除および一部納付の対象となる所得のめやす 
《審査は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得で行います》 

年金受給資格期間に算入されます 

世帯構成 全額免除 
1/4納付 1/2納付 

一部納付 

3/4納付 

162万 

92万 

57万 

230万 

142万 

93万 

282万 

195万 

141万 

335万 

247万 

189万 単身世帯 

４人世帯 
（夫婦・２人） 

２人世帯 
（夫婦のみ） 

保

険

料

納

付 

四
分
の
三
納
付 

二
分
の
一
納
付 

四
分
の
一
納
付 

全

額

免

除

 
若
年
者
納
付
猶
予 

未

納
 

全
　
　
　
額 

　
　
　
六 

分 

の 

五 

　
　
　
　
　
　
　
六 

分 

の 

四 

六 

分 

の 

三  

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん 

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん 

受
給
資
格
に
も
算
入
さ
れ
ま
せ
ん 

年
　
　
金
　
　
額 

三
分
の
一 
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国
民
年
金
に
は
独
自
給
付 

が
あ
り
ま
す
。 

第
四
回 

ね
ん
き
ん
ポ
ス
タ
ー 

コ
ン
ク
ー
ル
募
集
に
つ
い
て 

年
金
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す 

〇
寡
婦
年
金 

　
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を

含
む
）
が
二
五
年
以
上
あ
る
夫
が
、

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
な
く
死
亡

し
た
と
き
、
一
〇
年
以
上
婚
姻
関

係
の
あ
っ
た
妻
に
六
〇
歳
か
ら
六

五
歳
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。 

　
寡
婦
年
金
額
＝
夫
が
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
老
齢
基
礎
年
金
の
４

分
の
３ 

※
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
障
害

　
基
礎
年
金
を
受
け
る
権
利
を
持
っ

　
て
い
た
り
、
妻
が
繰
り
上
げ
の

　
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
た

　
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

〇
死
亡
一
時
金 

　
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
三
年
以
上
（
一
部
納
付
を
し

た
期
間
の
月
数
は
、
一
部
納
付
の

割
合
に
よ
っ
て
計
算
）納
め
た
人
が
、 

年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
時

に
支
給
さ
れ
ま
す
。 

　
保
険
料
を
納
め
た
月
数
に
応
じ

て
一
時
金
の
額
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
。（
１
２
０
，
０
０
０
円
か
ら
３

２
０
，
０
０
０
円
） 

※
付
加
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が

　
三
年
以
上
あ
る
場
合
は
、
８
，

　
５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。 

※
た
だ
し
、
そ
の
人
の
死
亡
に
よ

　
り
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
の
支

　
給
を
受
け
ら
れ
る
時
は
支
給
さ

　
れ
ま
せ
ん
。 

 

〇
付
加
年
金 

　
定
額
の
保
険
料
に
、
月
額
４
０

０
円
を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
に

付
加
年
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。 

　
　
付
加
年
金
額
＝
２
０
０
円
×

付
加
保
険
料
納
付
月
数 

※
た
だ
し
、
保
険
料
の
免
除
を
受

　
け
ら
れ
て
い
る
方
、
国
民
年
金

　
基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
付

　
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で

　
き
ま
せ
ん
。 

　
社
会
保
険
庁
で
は
、
公
的
年
金
制
度

の
仕
組
み
や
基
本
理
念
を
周
知
し
、
制

度
へ
の
参
加
意
識
を
養
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
次
世
代
を
担
う
中
学
生
及
び
高

校
生
を
対
象
と
し
た
年
金
教
育
の
一
環

と
し
て
、
年
金
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
を
開

催
し
て
い
ま
す
。作
品
に
は
、「
ね
ん
き
ん
」

も
し
く
は「
年
金
」を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

今
年
も
ポ
ス
タ
ー
部
門
の
み
の
募
集
と

な
っ
て
い
ま
す
。「
年
金
は
世
代
と
世
代

の
支
え
合
い
」「
年
金
で
つ
く
る
豊
か
な

老
後
」
ま
た
は
「
家
族
と
年
金
」「
年
金
は

老
後
だ
け
じ
ゃ
な
い
」
を
テ
ー
マ
に
表

現
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
ポ
ス
タ
ー
に
つ
き
ま
し
て
は
、
Ｂ
３

サ
イ
ズ
ま
た
は
四
つ
切
の
画
用
紙
を
使

用
し
、学
校
単
位
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。 

　
最
優
秀
作
品
は
「
社
会
保
険
庁
全
国

年
金
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
」に
推
薦
し
ま
す
。 

募
集
期
間
は
六
月
一
五
日
（
月
）
か
ら
九

月
一
五
日（
火
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
大
き
な
役
割
を

に
な
う
中
学
生
や
高
校
生
を
対
象
に
、

社
会
生
活
に
お
い
て
必
要
な
知
識
の
ひ

と
つ
で
あ
る
公
的
年
金
制
度
の
基
本
に

つ
い
て
、
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
に
、
学
校
の
授
業
へ
の
講
師
派
遣

や
教
材
の
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

中
学
・
高
校
生
対
象 

【
ね
ん
き
ん
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
や 

　
　
　
　
　
年
金
教
育
の
問
合
せ
先
】 

〒
７
８
０
―
８
５
４
７ 

　
高
知
市
本
町
四
丁
目
二
―
四
〇 

　
　
　
　
ニ
ッ
セ
イ
高
知
ビ
ル
８
階 

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局
　
運
営
課 

　
企
画
給
付
係 
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NTT  土佐三原交換局 
三原村字杉ノ木412-4

三原村全域にブロードバンドがやってきた 

８月１４日（予定）　いよいよサービス開始！ 

三原村ブロードバンド通信環境整備事業 

ADSLの特徴 インターネットで何ができるの？ 

★パンフレットと申込書は三原村役場・商工会にもあります。 

ADSL方式によるブロードバンドサービスがいよいよ開始され

る運びとなった。整備事業者は関西ブロードバンド株式会社(本

社神戸市、三須久社長)。NTT土佐三原交換局内にADSL装置を設

置しサービスを開始する。 

インターネットに接続するISP(インターネットサービスプロバ

イダー)は株式会社イージェーワークス(本社横浜市)で47メガ、

12メガのサービスとNTT三原交換局から5km以上離れた地域へ

のリーチDSLの3プランを用意。 

お申し込み・お問い合わせは下記の通り。 

☆今使っている電話回線を使用するの
　でADSL設置場所での工事がない 

※NTT交換局内の工事費は必要です。

　また、宅内の環境によっては別途工

　事が必要な場合があります。 
 
☆ISDNの数百倍から数十倍の速度 

NTT交換局からの距離や回線状況によっ

て異なります。※回線速度はベストエ

フォート数字は理論値。 
 
☆料金定額制のため24時間、毎日使っ
　ても同料金 
 
☆電話とインターネットが同時に利用
　できる 

☆情報収集 
・ニュースや天気予報などの情報を収集できる 

・分からないことを調べる 
 
☆娯楽として 
・音楽や映画などを見ることができる 

・インターネットで対戦ゲームができる 
 
☆ショッピング 
・お店に行かなくても自宅で買い物ができる 

・ネットオークションができる 
 
☆情報の発信 
・ホームページやブログを作って情報の発信

　ができる。 

・地元の特産品や企業の製品などを販売

　できる 

●お申し込み・お問合せ 
　株式会社イージェーワークス 
　TEL：0120-511-155（通話料無料）　FAX：045-472-2777 
　三原村役場　総務課　0880-46-2111
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農地のこと一問一答農地のこと一問一答農地のこと一問一答

問 

答 

農
業
委
員
会
だ
よ
り 

平成21年8月 

三
原
村
農
業
委
員
会 

　昭和27年に施行された農地法が、今年末にはこれまでの制度の基本であった

「所有」から「利用」へと責務を明確にした内容などが盛り込まれた農地法へ

と大きく変わろうとしています。 

　このことに伴い、農業委員会もこれまで以上に重要な役割を果たさなければ

なりません。 

　今後とも、ご協力等よろしくお願いします。 

　農地法の許可を受けずに農地を売買

した場合、どうなるのでしょうか？ 

　農地を売買（貸借等についても同じです。）するときは、耕作目的

の売買である場合には農地法第３条による農業委員会又は都道府県知

事の許可を農地以外に転用しようとする目的の売買である場合には同

法第５条による都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けることが

必要です。 

この許可等を受けないで売買契約をし、代金を支払い、農地の引渡し

を受けたとしても、法律上はその所有権の移転は効力を生じない（農

地法第３条第４項、第５条第３項）ので依然として所有権は売主にあ

ることになります。 

また、土地の売買をしたときは、通常、所有権の移転の登記をしますが、

農地の所有権移転登記の申請書には、農地法の許可等があったことを

証する情報を添付情報として提出しなければならないこととされてお

りますので、この許可等がないと登記もできない（申請しても却下さ

れる）ことになります。 

さらに、農地法の許可等を受けずに農地の売買等をした場合には、農

地法違反として、３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金という罰

則が課される場合もあります。 

〈４訂農地の法律がよくわかる百問百答より〉 

　農地を転用する場合や、農地でお困りのことなどあり
ましたら、お気軽に各地区の農業委員にご相談ください。 
農業委員会事務局：三原村役場内　℡46－2111

農業委員会への申

請書等の提出は、

毎月１５日までに

お願いします。 

遊休農地をなくしましょう！ 



「三原村農家意向調査」結果  
　三原村担い手育成総合支援協議会では、耕作放棄地防止、担い手への農地の利用集積、

農家のこれからの農業に対する意向を把握し集落営農や組織づくりに役立てること等を目

的に農地の所有者、耕作者、家族の方を対象とした「農家意向調査」を実施致しました。          

　実施にあたりましては、各区長さん、農業委員さんはじめ調査に協力して頂いた対象者

の皆様のお陰で７２％という高い回収率となり、貴重な基礎資料となりました。 

　ご協力ありがとうございました。 

　調査結果については、幡多農業振興センターの指導を頂き、集計いたしました。  

　意向調査の結果について報告いたします。（設問は、抜粋しております。）  

調査年：平成20年12月 

問. 1　農業の後継者はいますか。 

問. 2　問. 1で、イと答えた方におたずねします。今後、農地をどうしますか。 

問. 3　あなたの農業に対する印象を教えてください。 

【経営主回答】 

　◎後継者がいると答えたのは27％で、

66％が後継者がいないと回答。 

　※現状での後継者不足はかなり進行

しているものと考えられる。 

【経営主回答】 
　◎約60％が農地を貸したいと回答。
また、不耕作との回答が10％もあった。 
　※今後、農地の集積が見込まれるが、
はたして、後継者が不足している状況で
引き受け手があるかどうか？ 
　※約10％も不耕作の回答があり、今
後遊休農地がかなり増加することが予
想される。 

【全体回答】 
　◎今の農業にやりがいを感じて
いるのは、わずか9％と少ない。 
　普通と感じているとの回答を合
わせても40％程度。 
　悪いが17％、仕方なくが22％と、
約4％が農業に対して暗いイメー
ジを持っている。 
　※つらい、やむない、仕方がない
では後継者は育たない。 

ア、良い（楽しい、やりがいがある、 
　　明るい、価値があるなど） 

48 
9％ 
48 
9％ 

115 
61％ 
115 
61％ 

36 
19％ 
36 
19％ 

21 
11％ 

73 
27％ 

177 
66％ 
177 
66％ 

18 
7％ 

18 
9％ 
18 
9％ 

182 
32％ 
182 
32％ 

93 
17％ 
93 
17％ 

120 
22％ 

12 
2％ 

27 
5％ 74 

13％ 
74 
13％ 

イ、ふつう 

ウ、悪い（暗い、厳しい、つらいなど） 

エ、農地があるので、仕方なくしている 

オ、なんとも感じない 

カ、その他 

無回答 

ア、良貸す 

イ、不耕作 

ウ、その他 

無回答 

ア、いる 

イ、いない 

無回答 
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問. 7　これからの地域（個人）の農業はどのようにしていくべきだと思いますか。 

【全体回答】 
　◎個人で続けていくと回答した
のは約1割（12％）で、70％が、
何らかの形で地域でまとまって（話
し合い、集落営農組織、担い手へ
の農地の集積、機械の共同利用）
いくべきと回答している。 
　※現状では、個人での営農が限
界に来ている。個人でやっていけ
る農家が非常に少ない状況。 

ア、できる限り各個人で農業を続け 
　　ていくべきである 

イ、地域で話し合いを行い、農地を 
　　集めて管理していくべきである 

ウ、集落営農を行い、組織的な取り 
　　組みを進めて行くべきである 

エ、農業ができる人に農地を集めて 
　　管理してもらうべきである 

オ、農作業の受委託や機械の共同利 
　　用を進めるべきである 

カ、その他 

無回答 

問. 6　これからの農業について、どのように考えていますか。 

【全体回答】 
　◎経営主で規模拡大は約1割（11名）しか
し、家族では6名。これでは農地の借り手は絶
対的に不足している。 
　現状維持が多い。 
　農業を縮小、やめたいという回答は経営主
で38名だが、家族では61名と多くなっている。 
　※経営主以上に家族内での農業を続けて
いけないという意見が多い。 
　経営主と家族内の意見の違いが見られる。 

問. 5　集落の農地は今後どうなると思いますか。 

【全体回答】 

　◎現状で管理されるのが約20％、

半分以上（54％）が今後耕作放棄

地が増えると考えている。 

　※高齢化、後継者不足の状況を

十分にかっており耕作放棄地の増

加はやむなしと考えている。 

ア、現状で管理される 

イ、耕作放棄地が増える 

ウ、その他 

無回答 

問. 4　農業をするうえで、困っていることはありますか。 

【全体回答】 
　◎機械代が高いとの回答が最も
多い。（経営主、家族共に） 
　次いで、将来に対する不安や後
継者の不足が多い。 
　※農業機械に対する過剰投資を
わかっている。 

 
　しかし、わかっていながら機械を
買っている現状がうかがえる。 ア、機械代が高い 

120 
22％ 
120 
22％ 

73 
12％ 

58 
10％ 
58 
10％ 

107 
18％ 
107 
18％ 

150 
25％ 

88 
15％ 
88 
15％ 

97 
16％ 
97 
16％ 

21 
4％ 

289 
54％ 
289 
54％ 

97 
18％ 30 

6％ 

イ、収量や品質が低い 

ウ、後継者がいない 

エ、基盤整備ができていないので、管理が難しい 

オ、農業を継ぎたくない 

カ、農業者の高齢化など農業の先行きが不安 

キ、農作業は手伝いたくない 

ク、今後も農地を守っていけるか将来が心配だ 

ケ、自分の健康が心配だ 

コ、家族の中で今後のことについて話し合いが少ない 

サ、イノシシ、シカなどの被害が深刻 

シ、その他 

0 20 40 60 80 100 120 140

19 
19
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2

71
68
66
70

68 
67 

10
3

16
5

44
55

22

11 6

ア、規模拡大をしたい 

イ、現状維持 

ウ、縮小したい 

エ、農業をやめたい 

オ、その他 
無回答 
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25 25
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100
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問. 9　今後、農作業委託を希望しますか。 

問. 10　農作業の受委託を行う場合、あなたはオペレーターになってもいいですか。 

問. 11　今後の地域農業を守るために、集落営農は必要だと思いますか。 

【全体回答】 

　◎作業委託の希望が

111名（21％）もいる。 

　※すでにかなりの面積の

作業委託希望があることが

わかる。しかし、現状では、

こうした要望に応える取り

組みが行えていない。 

【全体回答】 

　◎オペレーター希望者が

経営主で18名、家族で4名

いる。 

　※オペレーターが22名

もいればかなりの面積の作

業受託が可能である。 

【全体回答】 

　◎集落営農の必要性について、

半数（43％）が必要だと回答して

いる。必要でないとの回答はわず

かに3％。 

　※すでに大部分が集落営農の必

要性を感じている。 

ア、希望する 

イ、希望しない 

ウ、わからない 

無回答 

ア、必要である 

イ、必要でない 

ウ、わからない 

無回答 

問. 8　農業用機械がこわれたらどうしますか。 

【全体回答】 

　◎個人で購入すると回答したのは約

2割（16％）で、30％が、作業を委託も

しくは機械のリースと回答している。 

　※もう個人で機械を更新していける

農家は少ない状況がわかる。 

89 
16％ 

109 
20％ 
109 
20％ 

72 
13％ 
72 
13％ 

53 
20％ 

37 
14％ 
37 
14％ 

130 
49％ 
130 
49％ 

231 
43％ 

15 
3％ 

172 
32％ 

116 
22％ 

46 
17％ 58 

21％ 

46 
17％ 
46 
17％ 

98 
37％ 
98 
37％ 

68 
25％ 

73 
13％ 

198 
38％ 
198 
38％ 

ア、個人で購入する 

イ、作業を委託する 

ウ、機械をリースする 

エ、その他 

無回答 

ア、希望する 

イ、希望しない 

ウ、わからない 

無回答 
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ア、参加する 

イ、参加しない 

ウ、わからない 

無回答 

問. 12　集落営農ができたら、あなたは参加しますか。 

現
在
、三
原
村
で
所
有
さ
れ
て
い
る
機
械
は
・・・ 

これらの機械の総額は、 なんと 

となります。 約11億7千万円 約11億7千万円 約11億7千万円 約11億7千万円 

【全体回答】 

　◎集落営農への参加希望は104名（19

％）もいる。 

　※希望者が2割もいることは、すでに

集落営農組織の必要性が出てきている。 

　希望しないが91名（17％）いるが、

この場合は、必要な人が何人いるかが

重要となる。 

　今回の意向調査では、集落でなんらかの取り組みを
して、農地を守っていきたいと言う意向多くあるという
ことがわかりました。 
　三原村では、農地・水・環境保全向上対策事業の取り
組みを大半の集落で実施されています。　このように
すでに集落での取り組みは始まっています。 
　集落営農とは、まず地域で話し合うことから始まります。 
　今年度、当協議会では、部落単位での先進地視察や
講演会等の研修会を計画しております。  
　是非、参加してください。  
 
担い手育成総合支援協議会事務局：産業建設課 

　これらの機械を10年間使用して三原村の水田面積
296ha（2,960反）を作業するとしたら・・・ 

104 
19％ 

91 
17％ 
91 
17％ 

226 
43％ 
226 
43％ 

114 
21％ 

11億7千万÷10年÷2,960反＝約39,000円 

ということは、 

ということは、⇒1反当り年間約16,000円の機械代を払うことになります。 

39,000円－16,000円＝23,000円（反当り） 

23,000円×2,960反＝68,080,000円 

毎年68,080,000円の機械代を削減 

することが可能となります。 

◆集落を一農家として考えた場合・・・ 

⇒1反当り年間約39,000円の機械代 
　を払っていることになります。 

1590万×30÷10年÷2,960反＝約16,000円 

実際、これだけの機械が 
あれば作業できる 
（10haあたり）・・・ 

これらの機械を10年間使用して三原村の水田面積 
296ha（2,960反）を作業するとしたら・・・ 

35馬力トラクター 

5条田植機 

4条刈コンバイン 

乾燥機20石（3台） 

畦塗機 

350万円 

180万円 

450万円 

180万円×3 

70万円 

合計　1,590万円 

　機械名　  

ト ラクタ ー  

畦 塗 機  

田 植 機  

動力噴霧機  

コン バイン  

乾 燥 機  

籾 す り 機  

台数 

159 

11 

129 

110 

138 

188 

83 
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８月は「電気安全使用月間」です ８月は「電気安全使用月間」です 

　夏季は、皮膚の露出部分が多くなり、発汗により

皮膚がぬれて電気が通りやすくなります。また、疲

労から注意力が散漫になりがちで、感電などの電気

事故は、夏季（７～９月）に集中して発生しています。 

　そのため、８月を「電気使用安全月間」とさだめ、

経済産業省主唱のもと、電気使用安全の周知・啓発

のため街頭キャンペーン、電気安全講習会の開催、

電気設備の点検や不良設備の改修促進などの活動

を行っています。 

財団法人　四国電気保安協会 

高知支部　宿毛事業所 

TEL（0880）63－5885

犯罪被害者相談会のご案内 犯罪被害者相談会のご案内 

全国一斉司法書士無料法律相談 全国一斉司法書士無料法律相談 

日　　時　　平成21年10月3日（土）午前10時より午後3時まで 

場　　所　　高知はたJA会館（４階第三会議室）　四万十市右山五月町７番40号 

相談内容　　司法書士業務全般（不動産登記・商業・法人登記・供託・ 

　　　　　　裁判所提出書類の作成・簡裁訴訟代理関係業務等） 

主　　催　　高知県司法書士会　西支部 

　こうち被害者支援センターでは、殺人、強姦、危険運転致死傷罪、業務上過

失致死傷、自動車運転過失致死傷、傷害、強制わいせつなど、身体的被害を生

じる犯罪の被害に遭われた方の被害者相談会を実施します。 

　当日はこうち被害者支援センターの支援員とセンター登録弁護士がご相談を承ります。事件の

内容により検察庁の被害者支援担当者もご一緒にお話をおうかがいします。 

　幡多地域（対象：三原村、宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、大月町）では四万十市の会場で

実施します。 

●  予　約  ● 

こうち被害者支援センター事務局　TEL ０８８－８５４－７８６７ 
（平日午前１０時～午後４時まで受付・ご予約は平成２１年９月７日まで） 

主催　ＮＰＯ法人こうち被害者支援センター 

　　　高知市永国寺町６番１６号　永国寺第２ビル３階 

　　　理事長　田村　裕（弁護士）センター長　高橋　和 

後援　高知地方検察庁・高知県警察本部 

　　　高知弁護士会・高知県庁 

　　　法テラス高知（日本司法支援センター高知地方事務所） 

秘密 
厳守 
秘密 
厳守 

※ご予約の段階で、ある程度のお話をおうかがいします。ご予約が確定してから場所を 
　ご案内します。 
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2010年（平成22年）版県民手帳  ～予約受付中～ 2010年（平成22年）版県民手帳  ～予約受付中～ 

・・・防衛省平成２１年度各種自衛官採用試験案内・・・ ・・・防衛省平成２１年度各種自衛官採用試験案内・・・ 

　毎年ご好評をいただいてい

ます、来年の「県民手帳」の予

約を受け付けています。購入

を希望される方は、下記によ

り予約受付をお願いします。 

※防衛大学校の推薦試験の受付は9月5日～9日です。定型の申込用紙(学校長の推薦書等)があり

　ますので事前にご連絡ください。 

お問合せ先：自衛隊四万十地域事務所　　電話　０８８０－３５－３０９６ 

〇　内　　容　　行政区画図、行事予定表、日記、住所録、東京・大

　　　　　　　　阪地下鉄路線図資料編（県内主要統計表・官庁関

　　　　　　　　係資料・暮らしの各種資料）他 

〇　価　　格　　ポケット版…450円　　デスク版…750円 

〇　申込期限　　平成21年9月30日 

〇　申 込 先　　三原村役場　総務課　（TEL 46-2111） 

　　※ 配布予定は、11月中旬予定です。 

募集種目 受付期間 １次試験期日 受験資格等 試験会場 

２等陸海空士 

(男･女) 

（任期制自衛官） 

男子：受付中 

 

女子：8月1日から 

　　　9月11日 

男子 

9月17日(木) 

9月24日(木) 

10月1日(木) 

上記3日間の内1日指定 

女子 

9月28日(月)

22年4月1日現在 

18歳以上27歳未満 

(学歴制限なし) 

※任期満了時に 

　特例退職手当 

　があります。 

一般曹候補生 

（非任期制自衛官） 
8月1日から 

9月11日 

男女共通 

9月19日(土)

22年4月1日現在 

18歳以上27歳未満 

(学歴制限なし)

航空学生 

(パイロット養成)

看護学生 

(看護師養成)

9月7日から 

10月2日 

男女共通 

9月23日(水)

高卒(見込含) 

22年4月1日現在 

21歳未満 

男女共通 

10月24日(土)

高卒(見込含) 

22年4月1日現在 

24歳未満 

高知市内 

高知市内 

高知市内 

四万十市内 

・・・防衛省平成２１年度各種学生等募集案内・・・ ・・・防衛省平成２１年度各種学生等募集案内・・・ 

お問合せ先：自衛隊四万十地域事務所　　電話　０８８０－３５－３０９６ 

募集種目 受付期間及び試験会場 １次試験期日 受験資格 

防衛大学校学生 

防衛医科大学校学生 

看護学生(看護師養成)

９月７日～１０月２日 

試験会場は高知市です。 

11月7・8日(土･日)

10月31・11月1日(土･日)

10月24日(土)

高卒(見込含) 
22年4月1日 
現在21歳未満 
 高卒(見込含) 
22年4月1日 
現在24歳未満 
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高知大学医学部附属病院看護職員募集 高知大学医学部附属病院看護職員募集 

採用予定日　　　平成22年4月1日 

職　　　種　　　助産師、看護師 

募集人員　　　　20名程度 

資　　　格　　　免許所有者又は平成22年4月免許取得見込者 

待　　　遇　　　本学規則による（詳細は本学HPをご覧ください） 

勤　　　務　　　1週３８時間45分勤務（4週8休） 

応募方法　　　　履歴書（写真貼付）等を下記へ郵送又はご持参ください 

募集期間　　　　平成21年8月3日（月）から平成21年9月17日（木）まで 

試　験　日　　　平成21年10月17日（土） 

看護宿舎　　　　全室ワンルームマンション形式個室 

　　　　　　　　（宿舎料無料、ただし共益費個人負担） 

● 応募先・問い合わせ先 ● 

〒783-8505　高知県南国市岡豊町小蓮 

　　　　　　 高知大学医学部・病院事務部総務管理課人事グループ 

　　　　　　　　担当：樫本　　　電話（088）880-2224(直通)

退職金は国の制度で 退職金は国の制度で 

保管物件（通貨・証券等）の返還について 保管物件（通貨・証券等）の返還について 

「日曜・遺言等公証法律相談」 「日曜・遺言等公証法律相談」 

相談担当者　　高知地方法務局所属 

　　　　　　　中村公証役場公証人 

予　約　制　　平日に事前に電話で予約してください。 

　　　　　　　（予約電話番号　　0880-34-1728） 

相　談　日　　平成２１年８月１６日（第３日曜日） 

開催時間　　　午前９時から午後５時ころまで。 

　　　　　　　（１組約５０分） 

場　　　所　　中村公証役場 

　　　　　　　（四万十市中村大橋通６丁目３番７号 

第一とらやビル４階） 

　税関では、終戦当時に外地

から引き揚げてこられた方か

らお預かりした通貨・証券等

をお返ししています。 

　お心当たりの方は、ご連絡

下さい。 

　建退共制度は、中小企業で

働く従業員のための積立型の

国の退職金制度です。 

掛金助成や税法上の優遇など、

有利な特典がいっぱいです。 

安全・確実な建退共制度をぜ

ひご利用ください。 

● 相 談 内 容 ● 

　遺言のほか、相続、金銭・不動産の貸借、離婚に伴う

養育料・慰謝料・財産分与、高齢者等の財産管理　など 

　相談は無料・秘密厳守です。お気軽にご相談ください。 

● お問合せ先 ● 

高知税関支署 

住所：高知市桟橋通5-4-55　高知港湾合同庁舎内 

電話：088-832-6131・FAX：088-832-6132 

Eメール：kouchi@kobe－customs.go.jp 

須崎出張所 

電話（FAX）：0889-42-0333

● お問合せ先 ● 

（独）勤労者退職金共済機構 

建設業退職金共済事業本部 

事業推進室 

TEL：03-5400-4316
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平
成
21
年
６
月
13
日 

ヒメボタン植樹 （星ヶ丘） 

平成21年６月13日 

ヒメボタン植樹 （星ヶ丘） 

平成21年６月13日 
第 回 28

時　間　午後5時30分～午後9時（予定） 

場　所　三原中学校グラウンド 

内　容　盆踊り・子ども相撲 

　　　　花火・お楽しみ抽選会 

駐車場　三原小学校グラウンド 

／ 158
（土） 
／ 158
（土） 

雨天の場合 

翌16日(日)に順延 

カメラリ
ポ
ー
ト

カメラリ
ポ
ー
ト

カメラリ
ポ
ー
ト

カメラリ
ポ
ー
ト

三原村長選挙投票日 

平成21年12月20日（日） 

「観音さま」 「観音さま」 
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■編集・発行／三原村総務課　〒787-0892　高知県幡多郡三原村来栖野三四六番地 

●  三 原 中 学 校  ● 

　三原小学校・星ケ丘特別養護老人ホーム・杉本ストアー 

　三原保育所・イチゴハウス（下切宮川さん）・三原菜園（トマト） 

　三原郵便局・洋菓子店タンプルタン（片島） 

２年生（１１名）　職場体験学習 

　　　　７月８日（水）～１０日（金） 

　　　　 協力していただいた事業所 
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